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今月のテ－マ　　貸倒損失

1. 同じ金額の支出でも、経理処理の方法により損金になったり、

　　ならなかったりで税額に影響します。

2.　書類一枚提出しているかどうかで、認められる処理方法が

　　異なり税額に差が出ます。

3.　種々の角度から検討することにより、節税が可能になります。

1 債権

1）　債権管理

毎期末ごと残高確認書を債務者に送付し、相互に残額を確認し

あうこと。相手の状況を把握して、確実に回収するよう努めること

が第一です。

2）　貸倒引当金の設定

節税・将来のリスクに備える観点から、貸倒引当金の設定が必

　 要です。

3）　回収不能債権の償却

不幸にして不良債権が発生した場合には、適時貸倒処分する

ことが節税に結びつきます。

貸倒損失処理するには対象債権、対象となる事実等制約があ

ります。P2、P3でこれらをまとめてみました。参考にして下さい。
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